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第第１１章章 ごごみみ処処理理をを取取りり巻巻くく社社会会情情勢勢 

１１--１１ 関関連連法法令令のの概概況況 

（１）関連法令の体系

本計画は、「環境基本法」、「循環型社会形成推進基本法」ならびに「廃棄物の処理及び清掃

に関する法律（廃棄物処理法）」、リサイクル関連の法律等の関係法令に配慮して策定するも

のです。廃棄物やリサイクルに関する法制度の体系を図10に示します。

出典:「日本の廃棄物処理の歴史と現状」（平成26年（2014年）２月、環境省）に加筆

図 10 関連法令等の体系
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１１--２２  国国のの方方針針、、大大阪阪府府のの計計画画等等  

廃棄物の処理に関しては、廃棄物処理法に基づき、ごみの適正処理、処分に重点を置いた事

業が行われてきましたが、環境負荷の軽減や資源循環を促進するため、環境及びリサイクル関

連法が施行されました。これらの関連法令に基づく国の方針・大阪府の計画等の経緯を表1に示

します。 

 

表 1 廃棄物処理・再資源化に関する国の方針、大阪府の計画等の経緯 

年  月 関連する計画等（○：国、●：大阪府） 

平成11年（1999年）3月 ●大阪府ごみ処理広域化計画（大阪府） 

平成13年（2001年）５月 
〇廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ

計画的な推進を図るための基本的な方針（国） 

平成15年（2003年）３月 〇循環型社会形成推進基本計画（国） 

平成16年（2004年）5月 ●大阪府循環型社会形成に関する基本方針（大阪府） 

平成17年（2005年）４月 〇循環型社会形成推進交付金制度の導入（国） 

平成17年（2005年）５月 
〇廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ

計画的な推進を図るための基本的な方針改正（国） 

平成19年（2007年）６月 

〇一般廃棄物会計基準（国） 

〇一般廃棄物処理有料化の手引き（国） 

〇市町村における循環型社会づくりに向けた一般廃棄物処理シス

テムの指針（国） 

平成22年（2010年）8月 ●大阪府分別収集促進計画（大阪府） 

平成22年（2010年）12月 
〇廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ

計画的な推進を図るための基本的な方針改正（国） 

平成23年（2011年）3月 ●大阪21世紀の新環境総合計画（大阪府） 

平成28年（2016年）１月 
〇廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ

計画的な推進を図るための基本的な方針改正（国） 

平成28年（2016年）6月 
●大阪府循環型社会推進計画（大阪府） 

「廃棄物処理法」に基づく都道府県廃棄物処理計画 

平成29年（2017年）10月 ○廃棄物処理法施行令改正／水銀廃棄物の適正管理（国） 

平成30年（2018年）４月 〇第５次環境基本計画（国） 

平成30年（2018年）６月 〇第４次循環型社会形成推進基本計画（国） 

令和元年（201９年）５月 ○「プラスチック資源循環戦略」（国） 

令和元年（201９年）６月 ○大阪ブルー・オーシャン・ビジョン（国） 

令和元年（201９年）10月 ○食品ロスの削減の推進に関する法律（国） 
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１１--３３  国国、、大大阪阪府府のの数数値値目目標標及及びびププララススチチッッククごごみみゼゼロロ宣宣言言  

（１）国の数値目標 

国は「廃棄物処理基本方針」及び「循環型社会形成推進基本計画」において、一般廃棄物

の減量・資源化の目標を表 2 のとおり設定しています。「循環型社会形成推進基本計画」で

は、持続可能な社会づくりに向けて、目標がより一層厳しくなっています。 

表 2 国の減量・資源化目標等 

方針・計画 

廃棄物処理基本方針 

(平成 28(2016)年 1 月 

改正） 

循環型社会形成推進基本計画 

第３次 

(平成 25(2013)年 3 月） 

第４次 

(平成 30(2018)年 6 月） 

基準年度 平成 24 年(2012 年)度 平成 12 年(2000 年)度 平成 12 年(2000 年)度 

目標年度 令和２年(2020 年)度 令和２年(2020 年)度 令和７年(2025 年)度 

排
出
削
減 

排出量 12%減 25%減 850g/人・日(28%減) 

家庭系ごみ量 500g/人・日 25%減 440g/人・日(33%減) 

事業系ごみ量 － 35%減 1,100 万 t(39%減） 

再生利用率 21→27%（6%増） － － 

最終処分量 404 万 t（14%減） 450 万 t（63%減） 320 万 t（73%減） 

注 1）排出量は、収集ごみ量＋直接搬入ごみ量＋集団資源回収量です。 

注 2）家庭系ごみ量は、集団資源回収量や資源等を除いた排出量です。 

出典：「廃棄物処理基本方針」及び「循環型社会形成推進基本計画」から作成 

 

（２）大阪府の数値目標 

大阪府は「大阪府循環型社会推進計画」において、一般廃棄物の減量目標を表 3 のよう

に設定しています。 

表 3 大阪府の数値目標 

目標を設定する項目 

大阪府循環型社会推進計画（一般廃棄物） 

平成 26 年度 

(2014 年度) 

実  績 

令和２年度 

(2020 年度) 

目  標 

増減量 

（増減率） 

排出量： 廃棄物として排出されるものの
全体量（総排出量） 

318 万トン 278 万トン 
▲40 万トン 

（▲12.６％） 

再生利用率： 排出量のうち再生利用され
る量の割合 

13.7％ 15.8％ 2.1％ 

最終処分量： 焼却等の処理を経て、最終
的に埋立処分される量 

39 万トン 32 万トン 
▲７万トン 

（▲17.9％） 

１人１日当たりの生活系ごみ排出量： 
家庭から排出される生活系ごみのうち、
集団回収量と資源ごみを除き、１人１日
当たりの排出量として表した量 

461ｇ/人・日 403ｇ/人・日 
▲58g/人・日 

（▲12.６％） 

  出典：大阪府循環型社会推進計画より編集 
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（３）プラスチックごみゼロ宣言

令和元年（2019 年）１月に、大阪府と大阪市は、2019 年 G20 大阪サミット及び

2025 年大阪・関西万博の開催地として、SDGs 先進都市をめざし、使い捨てプラスチッ

ク削減のさらなる推進やプラスチックの資源循環の推進などを盛り込んだ「おおさかプラス

チックごみゼロ宣言」（図 11）を共同で行いました。

大東市もこの宣言に賛同し、市民・事業者・行政が連携して「プラスチックごみゼロ」を

実現するために、令和元年（2019 年）６月１１日に「だいとうプラスチックごみゼロ宣

言」を行い（図 33）、海洋プラスチックごみ問題への理解をひろめ、マイバッグ促進等

の、プラスチックごみゼロへ向けた取組を進めています。

出典：大阪府ホームページ

図 11 おおさかプラスチックごみゼロ宣言
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第第２２章章 ごごみみ処処理理等等のの現現状状 

２２--１１ ごごみみ収収集集区区分分ととごごみみ処処理理フフロローー 

本市のごみ処理フローを図12に示します。

図 12 本市のごみ処理フロー 
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２２--２２ ごごみみ排排出出及及びびごごみみ処処理理のの現現状状 

（１）ごみ排出量の推移

本市のごみ排出量は、図13に示すとおり、平成21年（2009年）度の約43.7千トンから

徐々に減少し、平成27年（2015年）度に事業系ごみ・公共系ごみが一時的に増加するもの

の、令和元年（2019年）度には約40.2千トンになり、10年間で約8％減少しています。

  

出典：大東市は大東市環境課資料

図 13 ごみ排出量の推移

（２）１人１日あたりのごみ排出量

本市の１人１日あたりのごみ排出量は、図14に示すとおり、平成27年（2015年）度に一

時的に増加したものの、その後は減少に転じ、令和元年（2019年）度は912g/人・日で、

全国平均及び大阪府平均より少ない水準となっています。

出典：大東市は大東市環境課資料より、全国・大阪府は一般廃棄物処理実態調査（環境省）より

図 14 １人１日あたりのごみ排出量の推移
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（３）ごみ排出量の種類別内訳 

本市の令和元年（2019年）度の種類別ごみ排出量は、図15に示すとおり、一般ごみが最

も多く31,925トン（約79％）、次いで資源ごみ2,501トン（約6％）、集団回収2,270トン

（約6％）、粗大ごみが1,907トン（約5％）となっています。 

 

 

図 15 ごみ排出量の種類別内訳（令和元年（2019 年）度） 

 

（４）資源化量の推移 

資源化量は、図16に示すとおり、平成21年（2009年）度の約6.2千トンから徐々に減少

し、令和元年（2019年）度には約5.1千トンになり、10年間で約18％減少しています。な

かでも、集団回収は同じ10年間で約30％と大幅に減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：大東市環境課資料 

図 16 資源化量の推移 

 

一般ごみ

31,925 

79%

資源ごみ

2,501 

6%

集団回収

2,270 

6%

粗大ごみ

1,907 

5%

その他

1,595 

4%

合計

40,198t

生ごみ堆肥化 315

多量排出事業者計画書 1,282

 ※四捨五入の関係で合計が

一致しない場合があります。 
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２２--３３ ごごみみ質質のの実実態態 

令和２年（2020年）９月に実施したごみの組成調査結果の概要を以下に示します。

（１）家庭系ごみの成分組成

一般ごみの成分別組成を見ると、重量比では紙類が約36％、厨芥類等（流出水分を含む）

が約33％、プラスチック類が約16％でした。容積比では、紙類が約42％、プラスチック類

が約38％でした（図17）。

 

図 17 家庭系一般ごみの組成別ごみ質

一般ごみ中の資源化可能物の割合は、新聞紙などの紙類が約21％、容器包装などのプラス

チック類約12％など、合計で約35％（堆肥化等により資源化が可能な厨芥類等を含めれば

約71％）でした（図18）。

  

図 18 家庭系一般ごみ中の資源化可能物の割合（重量比）

＜調査対象＞

一般ごみ

プラスチック製容器包装

＜調査量＞

240 袋、352kg

※四捨五入の関係で合計が

一致しない場合があります。
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（２）事業系ごみの成分組成

今回調査対象の全業種を合計したごみ組成の重量比は、「紙類」が約38％、「プラスチック

類」が約23％、「厨芥類（流出水分を含む）」が約14％でした。一方、容積比では、「プラス

チック類」が約50％、「紙類」が約36％でした（図19）。

図 19 事業系一般ごみの組成別ごみ質（全業種合計）

一般ごみ中の資源化可能物の割合は、新聞紙などの紙類が約29％、容器包装などのプラス

チック類約4％など、合計で約39％（堆肥化等により資源化が可能な厨芥類等を含めれば約

53％）でした（図20）。

図 20 事業系一般ごみ中の資源化可能物の割合（全業種合計、重量比）

＜調査対象＞

スーパー

コンビニ

飲食店

その他事業所

＜調査量＞

124 袋、435kg

※四捨五入の関係で合計が

合わない場合があります。
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２２--４４  収収集集・・運運搬搬のの現現状状  

（１）ごみ分別区分と収集体制 

本市におけるごみ分別区分と収集体制を表4に示します。 

家庭から排出されるごみについて、「一般ごみ」「缶・びん」「ペットボトル・プラスチック

製容器包装」「燃える粗大ごみ」「燃えない粗大ごみ」「燃えない小物」を分別収集しています。

また、「ペットボトル」「紙パック」「小型家電」「水銀使用製品」を拠点回収で収集しています。  

分別収集については、基本的に戸別収集方式ですが、住宅や道路の状況により、ステーシ

ョン収集を実施している地域もあります。 

「一般ごみ」等の収集は、一般廃棄物収集業者３社に委託しています。またスーパー、公

共施設等に設置した拠点で回収している「ペットボトル」「紙パック」についても障害者団体

等３社に委託して収集、資源化しています。 

事業所のごみについては、市に収集を申し込んだ事業所が排出したごみを、市から委託を

受けた収集事業者が収集しています。 

 

表 4 ごみの収集区分と収集体制 

 

  

収集頻度 収集形態 収集体制

一般ごみ 週２回

粗大ごみ 随時

燃えない小物 年５回

缶・びん 月１回

ペットボトル・
プラスチック製容器包装

週１回

ペットボトル 随時 拠点回収（19拠点） 委託（３社）

紙パック 随時 拠点回収（15拠点） 委託（１社）

小型家電 随時 拠点回収（６拠点） 直営

蛍光管・乾電池等（水銀使用製品） 随時 拠点回収（６拠点） 直営

臨時（引っ越し）ごみ 随時 戸別収集 直営

直接搬入 随時 － 自己搬入

一般ごみ
週２回
又は

週６回
戸別収集 委託（３社）

直接搬入 随時 － 自己搬入

公共施設のごみ 随時 － 直営・委託

不法投棄・公園ごみ等 随時 － 所管課

分別区分

委託
（３社・車両合計34台）

戸別収集
（一部はステーション収集）

公
共
系

事
業
系

家
庭
系



 

20 

 

（２）収集車両・収集人員 

本市の収集車両・収集人員の現状を表5に示します。委託事業者は３社で、収集車両34台

収集人員72名で対応しています。 

 

表 5 収集車両・収集人員の現状（令和２年（2020 年）11 月現在） 

収集車両台数 

収集人員 プレス 

パッカー2t 

プレス 

パッカー3t 

プレス 

パッカー3.5t 
ダンプ2t 

コンテナ 

専用車2t 

16台 11台 4台 1台 2台 72名 

 

 

（３）ごみ処理手数料 

ごみ処理手数料は表6のとおりです。 

 

表 6 ごみ処理手数料（令和２年（2020 年）9 月現在） 

区分 内容 手数料 

家庭系ごみ 臨時（引越）ごみ 

・パッカー車1台分：18,000円以下 

・2ｔ車トラック1台分：12,000円以下 

・軽トラック1台分：6,000円以下 

事業系ごみ 

商店・事業所・工場など

の事業活動に伴う生ごみ

や紙ごみなどの一般家庭

から出る焼却できるごみ

（一般廃棄物） 

・週2回でごみ袋１個収集： 

月額 1,320 円 

・週6回でごみ袋１個収集： 

月額 4,560 円 

犬・猫などの死体収集 

飼い犬・飼い猫など（有

料）や野良犬や野良猫な

ど（無料）の小動物の死

体 

・市役所持ち込みまたは、自宅収集の場

合：一体2,000円 

・東大阪都市清掃施設組合内に直接持ち

込み：一体1,000円 

焼却場（東大阪都市清

掃施設組合）へごみを

直接持ち込む場合 

搬入できるごみは、市で

収集できるごみと同等の

ごみ 

・10kg当たり90円 
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２２--５５ 中中間間処処理理のの現現状状 

本市の焼却処理は、東大阪市と共に設立した一部事務組合である東大阪都市清掃施設組合の

焼却工場（東大阪市水走４丁目）で実施しています（表7、図21）。

築後40年を経過し老朽化した「第三工場」に代わり、平成29年（2017年）３月に「第五工

場」が竣工しました。「第三工場」が600ｔ/日であったのに対し、「第五工場」はごみ排出量の

減少を考慮し、400ｔ/日に規模を縮小しています。

表 7 東大阪都市清掃施設組合の設備状況

出典：東大阪都市清掃施設組合ホームページより加工

図 21 東大阪都市清掃施設組合の施設配置

第五工場 第四工場 粗大ごみ処理施設

処理能力 200t/24h炉×2基 300ｔ/24h炉×２基 50t/5h

竣工 平成29年(2017年)３月15日 昭和56年(1981年)３月31日 平成29年(2017年)３月15日

型式 全連続ストーカ式 全連続ストーカ式

炉内温度 （燃焼室出口温度）850℃以上 800～900℃

排ガス処理方式
乾式有害ガス除去方式
ろ過式集じん器、
触媒脱硝方式

乾式有毒ガス除去方式
ろ過式集じん器
炉内尿素噴霧

飛灰処理方式 薬剤処理 薬剤処理

排水処理
［無機排水］
凝集沈殿＋ろ過
→再利用、下水放流

［無機排水］
凝集沈殿＋ろ過
→活性炭吸着→下水放流

余熱利用
蒸気タービン発電
（15,600kW）

・場内給湯
・蒸気ﾀｰﾋﾞﾝ発電
（3,500kW）

設備概要

処理能力

竣工時期

用　　途

建築面積

竣工時期

出典：東大阪都市清掃施設組合ホームページ

破砕選別方式
＜破砕設備＞
切断機、低速回転式破砕機、高
速回転式破砕機
＜選別設備＞
磁選機、アルミ選別機、粒度選
別機

ペットボトル減容施設

集積場、ホッパー、破除袋機、手選別コンベヤー、減容機、ベール置場

平成23年（2011年）3月

能力4.9ｔ／5ｈ×１基

平成22年（2010年）3月

896.52m2

その他プラスチックの一時堆積

その他プラスチック受入設備
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２２--６６ 最最終終処処分分のの現現状状 

本市の焼却残渣は大阪湾広域臨海環境整備センター（以下、「大阪湾フェニックスセンター」

という。）に搬入、埋め立て処理により最終処分が行われています。

本市の最終処分量は平成23年（2011年）度より減少傾向にあり、令和元年（2019年）度

には約5.5千トン（図22）となっており、10年間で約19％減少しています。しかしながら、

最終処分率を見ると、減少傾向にあるものの、全国平均や大阪府平均を上回っており（図23）、

その削減が課題です。

 

出典：一般廃棄物処理実態調査（環境省）

図 22 最終処分量の推移

出典：一般廃棄物処理実態調査（環境省）

図 23 最終処分率の推移
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処理及び維持管理費 建設改良費 その他

２２--７７ 事事業業費費 

本市の令和元年（2019年）度におけるごみ処理費用は．、図24に示すとおり、約16.6億円

であり、10年間で約29％減少しています。

 

出典：一般廃棄物処理実態調査（環境省）

※「処理及び維持管理費」は人件費、委託費（収集運搬）等であり、組合分担金を含む。

図 24 ごみ処理費用の推移

市民１人あたりのごみ処理費用は、図25に示すとおり、一時的に増加傾向を示しましたが、

令和元年（2019年）度は13,720円となっており、10年間で約26％減少し、全国平均や大阪

府平均より低い値となっています。

出典：一般廃棄物処理実態調査（環境省）

※ごみ処理費用＝建設改良＋処理及び維持管理費＋その他

図 25 市民１人あたりのごみ処理費用の推移
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２２--８８  ごごみみ減減量量・・リリササイイククルルのの取取組組とと現現状状  

ごみ減量のための本市の事業体系は図26のとおりです。 

 

 

 
 

 
図 26 ごみ減量の取組の事業体系 

 

資源ごみ（空き缶・空きびん、ペットボ

トル・プラスチック製容器包装）

ペットボトル回収事業

紙パック回収事業

集団回収の奨励金制度

生ごみ処理機補助金制度

大東市再生資源集団回収

推進協議会の開催

環境学習教室、環境フェア、レジ袋削減

キャンペーン、リサイクル施設見学会な

どの開催

ごみ収集カレンダーの配布

広報紙や「集団回収だより」等の印刷物、

ごみ分別アプリやホームページでの啓発

減量計画書の提出要請と指導

フリーマーケットや不用品交換会の支援

庁内古紙回収

資源ごみ（空き缶・空きびん、ペットボ

トル・プラスチック製容器包装）の分別

樹木資源化事業

市民啓発

事業者啓発

啓発事業

助成金制度

拠点回収による再生利用

分別回収による再生利用

支援事業

公共系ごみ減量化・資源化事業

ごご

みみ

減減

量量

のの

取取

組組

小型家電・水銀使用製品回収事業
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２２--９９ 他他都都市市ととのの比比較較 

（１）ごみ排出量

１人１日あたりの排出量を大阪府域43市町村で比較すると、本市は少ない方から家庭系ご

みは32番目、事業系ごみは20番目、全体では22番目であり、ごみ排出量の順位は中間に位

置しています（表8）。

表 8 大阪府域市町村別のごみ排出量原単位（平成 30 年（2018 年）度）
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（２）資源化率と最終処分率

大阪府域43市町村における本市の位置は、資源化率は多い方から32番目、最終処分率は

少ない方から36番目であり、いずれも下位に位置しています。資源化率の高い市町村が、最

終処分率が少ない傾向になっています（表9）。

表 9 大阪府域市町村別の資源化率と最終処分率（平成 30（2018 年）年度）
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２２--1100 アアンンケケーートト調調査査結結果果のの概概要要 

市民に対して、日頃のごみ減量化の取組への参加状況、ごみの減量に関する意見等を把握す

るため、アンケート調査を実施しました。調査結果の概要を以下に示します。

実施時期 令和２年（2020 年）7 月

発送票数  1,500 票  住民基本台帳から市内在住者を、無作為に抽出

回収票数   712 票  回収率 47.5％

問６ 日常生活において、ごみ減量などの取組をどの程度実践されていますか。

ごみの排出にあたり、80％以上の方が分別ルールを守っていますが、買い物袋（マイバック）

の持参や生ごみの堆肥化は実践している方が少なく、なお一層の啓発活動が必要です。
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問４ スマートフォン向けの「ごみ分別アプリ」についてお聞きします。

「ごみ分別アプリ」をインストールしている方は約 3.5%であり、「アプリを知らなかった」

と回答した方が約 63.6％もあり、普及のための広報活動が必要です。

問 1９ 「粗大ごみ」の収集・処理に関して、有料化について、どうお考えですか。

粗大ごみの有料化に賛成が約 57％（条件付きも含めて）、反対が約 34％でした。

問 20 ごみ処理費用の一部を含んだ価格の指定ごみ袋を、小売店で購入して排出する

「ごみ有料化」について、どうお考えですか。

ごみの有料化に賛成が約 40％（条件付きも含めて）、反対が約 48％でした。
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第第３３章章  第第４４期期計計画画のの総総括括  

３３--１１  第第４４期期計計画画のの成成果果  

基本方向１ 三者協働で循環型社会の構築を進める基盤づくり 

三者協働の組織づくりは未完ですが、みどり会等の既存の市民団体の活動が広がっています。

環境教育・学習も予定どおり実施しており、全体としてほぼ満足できる成果が上がっています。 

基本方向２ ごみを発生させない意識と行動の浸透 

市民に対する啓発活動はほぼ予定通り実施しましたが、ごみ有料化の検討や事業者のごみ発

生抑制の取組はやや課題を残しました。 

基本方向３ 循環を実現するための仕組みづくり 

資源ごみや有害・危険ごみの拠点回収はほぼ予定どおりに実施し、循環型社会の基盤が整備

されました。一方、事業者における再生利用の取組は十分な成果には至りませんでした。 

基本方向４ 適正で安全・安心なごみ処理システムの構築 

東大阪都市清掃施設組合の第五工場が平成 29 年（2017 年）３月に稼働するなど、中間処

理施設の取組は予定どおりの成果を上げましだか、リサイクルセンター整備は未達に終わりま

した。 

 

第４期計画の基本施策の進捗を表 10 に示します。 

 

表 10 第４期計画の基本施策進捗 

 
基本方向・基本施策 評価 実施事項 

Ⅰ．三者協働で循環型社会の構築を進める基盤づくり 

 

(1) 協働で循環

型社会を構築す

るための組織づ

くり 

①市民・事業者・行政の三者協働の 

組織づくり 
△ 

組織未設立だが、みどり会などの個々

の取組は広がりつつある。 

②ごみ減量に取り組む市民活動グル

ープや地域団体への支援の充実 
○ 

みどり会ごみ減量Ｇによる段ボール

コンポストの普及啓発等 

 
(2) 環境教育・環

境学習の充実 

①学校でのごみ教育の充実 ○ 
小・中学校への出前講座を実施してい

る。 

②「もったいない」気持ちを育むため

の学習・啓発事業の充実 
○ 

スタディツアーを実施し、環境フェア

でフリーマーケットを開催。 

Ⅱ．ごみを発生させない意識と行動の浸透 

 

(1) 市民のごみ

発生抑制の取組

の推進 

①ごみ減量に関する双方向での情報

交換の推進 
○ 

広報誌、ごみ分別アプリ、本市ホーム

ページでの啓発を実施。 

②ごみを生み出さない暮らしの支援 ○ 

フリーマーケットの開催、生ごみ処理

機の購入補助、段ボールコンポストの

普及啓発を実施。 

③消費者がごみを出さないための 

事業活動の推進 
△ 

レジ袋削減キャンペーンを実施。エコ

商品のＰＲ等未実施。 

④粗大ごみの有料化の検討 △ 

小型家電リサイクルをＨ29年度から

実施できたので、本格的に検討してい

く。 

⑤発生抑制のための一般ごみ有料化

の検討 
△ 

粗大ごみ有料化を実施後に、調査・研

究する。 
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基本方向・基本施策 評価 実施事項 

 

 

(2) 事業者のご

み発生抑制の取

組の推進 

①事業活動の中でのごみを増やさな

い取組の定着 
△ 

多量排出事業者は、毎年減量計画を定

めて取組を進めている。 

②事業者に対するごみ減量指導の 

強化 
△ 

多量排出事業者は、毎年減量計画書を

提出し、市は必要に応じて指導。 

③事業者のごみ減量を進めるための

仕組みの導入 
× 

新たな仕組みを検討する。有料指定袋

制は未実施。 

④市役所での率先したごみ減量や 

グリーン購入の実践 
○ 

全庁的にグリーン購入対象商品の購

入に取り組んでいる。 

Ⅲ．循環を実現するための仕組みづくり 

 

(1) 家庭ごみの

再生利用の取組

の推進 

①集団回収の活性化、全市での 

集団回収の実施 
△ 

ごみ収集カレンダーで啓発している

が、未実施地域の団体に啓発する。 

②分別収集の見直し △ 見直し方法を検討する。 

③資源の拠点回収等の充実 ○ 

ペットボトルや紙パックに加え、水銀

使用廃製品や小型家電リサイクルを

開始した。 

 

(2) 事業者の再

生利用の取組の

推進 

①事業所で発生する古紙の資源化の

促進 
△ 

地域でのネットワークづくりを進め

る。 

②事業所で発生する缶・びんの 

分別排出の促進 
△ 事業所に啓発を行う。 

③公共施設の資源回収の徹底 ○ 
回収ボックスによる拠点回収を継続

実施する。 

 

(3) 拡大生産者

責任に基づく有

害･危険ごみや

資源の回収の推

進 

①蛍光管・乾電池等の有害・危険ごみ

の販売店による回収・資源化 
○ 

H30年度から拠点回収を開始。販売店

等での環境負荷を低減できるものは、

回収方法を検討。 

②資源等の店頭回収の継続 ○ 
店頭でのペットボトル・紙パックの 

拠点回収を継続実施する。 

Ⅳ．適正で安全・安心なごみ処理システムの構築 

 

(1) 資源化と適

正処理のための

収集・運搬体制

の確立 

①地域住民によるごみ分別と 

適正排出の徹底 
× 廃棄物減量等推進員制度は未実施。 

②分別排出ルールの周知徹底 ○ 
本市ホームページ、自治会、出前講座

などでの啓発を継続実施する。 

③家庭ごみの資源化と適正処理の 

拡大に対応した分別収集の実施 
△ 家庭ごみの分別収集を啓発する。 

④事業所ごみの資源化と適正処理の

推進 
△ 

事業所のリサイクルを推進し、ごみの

減量化を啓発する。 

 
(2) 適正な中間

処理の推進 

①既存ごみ処理施設の適正な 

運転・管理 
○ 

東大阪都市清掃施設組合と連携して

行う。 

②ごみ処理施設における資源化の 

推進 
○ 

東大阪都市清掃施設組合によりごみ

から出た資源物の再資源化を行う。 

③ ごみ処理施設の計画的な更新 ○ 

Ｈ29.3に第五工場が竣工。今後、第三

工場の解体及び第六工場の建設を進

める。 

④ リサイクルセンターの整備 × センター未設立 

 (3) 最終処分場の延命化及び新規確保 ○ 

大阪湾フェニックスセンターを通じ

て、継続的・安定的な処分場を確保し、

国・府にも継続して要望する。 

 (4) 市で収集できない廃棄物などへの対応 ○ 

ごみ収集カレンダーや本市ホームペ

ージで啓発し、収集時には啓発シール

を張る。 

 (5) 散乱ごみ・不法投棄対策の強化 △ 
啓発看板の設置や市民から情報収集

し、警察との連携も視野に入れる。 
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３３--２２ 数数値値目目標標のの進進捗捗状状況況 

数値目標の進捗状況は図 27 のとおりです。ごみ排出量と最終処分量は目標達成の見込みで

すが、資源化量と焼却処理量は目標達成が困難です。

注 1）焼却処理量と最終処分量は一般廃棄物処理実態調査（環境省）より、その他は大東市資料より。

注 2）令和２年（2020 年）度の予測は、平成 21 年（2009 年）度から令和元年度の実績トレンドを

もとに推計した。

図 27 数値目標の進捗状況
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３３--３３  課課題題のの整整理理  

第４期計画の総括を踏まえて、本市におけるごみ処理の課題を抽出・整理した結果は以下の

とおりです。 

 

課題１ ごみの排出抑制 

ごみ排出量は順調に削減が続き、令和２年（2020年）度の目標はほぼ達成する見込みです

が、家庭系ごみは目標の28.2千トンに対して、見込は約29.3千トンであり、目標を若干上回る

見通しです。家庭系ごみの１人１日あたりの排出量は、平成30年（2018年）度の大阪府の43

市町村のうちで、本市は少ない方から22番目であり（表8）、まだ削減の余地は大きいといえま

す。今後も市民に対して、ごみ排出削減の啓発活動を続けることが必要です。 

 

課題２ ごみの再資源化 

資源化量は目標を大きく下回る見通しです。平成21年（2009年）度から平成30年（2018

年）度の10年間で、集団回収量が約24％減少（図16）していることが大きな要因です。背景

には、集団回収を担う人材が減少していることなどが考えられ、対応策は容易ではありません

が、他自治体の事例も参考にしながら、これまでにない新たな取組を工夫する必要があります。 

 

課題３ 分別の徹底 

ごみ排出量のうち約79％を一般ごみが占めています（図15）。一般ごみのうち、重量比で、

紙類が約36％、プラスチック類が約16％を占めており、この中には資源化可能物が35％程度

含まれていると考えられます（図18）。 

そのため、排出段階における資源とごみの分別徹底を推進し、資源化率の向上及び最終処分

量の削減を進める必要があります。 

 

課題４ 事業系ごみ対策 

事業系ごみは、過去10年間でおよそ13％減量しましたが、近年は、微増傾向になっており、

ますますの発生抑制・再資源化の促進が課題です（図13）。 

また、事業系ごみは排出者責任で処理・再資源化することが原則です。そこで、今後も、処理

手数料の適正化を含む取組を検討していく必要があります。 

 

 課題５ 最終処分量の削減 

本市の最終処分率は、平成30年（2018年）度は約13.8％であり、府域43市町村のうち少

ない方から36番目となっています（表9）。本市の最終処分場である大阪湾フェニックスセンタ

ーは、令和14年（2032年）度までは最終処分場での受け入れが決定*2していますが、それ以

降の受け入れは未定であり、長期的な観点から、最終処分量の削減が必要です。  

 
*2 「大阪湾圏域広域処理場整備基本計画」（平成 30 年（2018 年）3 月、大阪湾広域臨海環境整備センタ 

ー）において、埋立期間が「平成元年度から約 44 か年」とされています。 
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課題６ ごみ処理の有料化検討 

国の方針では、ごみ減量に努力し、ごみ減量に寄与する人に報いて公平な費用負担やごみ減

量化の促進のための手法として、有料化を推奨しています。今回のアンケート調査では、粗大

ごみについては約57％、一般ごみについては約40％の方が有料化に賛成していましたが、税

金でまかなうべきという意見が各々40％前後見られました。また、府域43市町村中、粗大ご

みは31市町村、一般ごみは20市町村で有料化を導入しています。（平成31（2019年）年３月

現在、臨時ごみの有料化は除く。） 

そこで、ごみ処理有料化の実施について検討を進める必要があります。なお、有料化を進め

る際には、有料化の意義等を啓発し、十分な議論を行い市民の理解を求める必要があります。 

事業系ごみの収集費用及び処理費用については、すでに有料化されていますが、現状は収集・

処理及び関連コストをカバーできていません。今後、さらに事業者のごみ処理責任を明確にし、

ごみ減量が進むように収集手数料等の徴収方法、費用負担のあり方を検討する必要があります。 

 

課題７ 高齢者及び障害者向け収集体制の整備 

全国各地で、ごみ出しが困難な高齢者や障害者向けに、ごみ出しのサービスが行われていま

す。直営だけでなく、委託収集の都市でも同様の取組がされています。本市も今後、高齢化が

ますます進むことを念頭に、こうしたサービスの実施を関係課と調整して検討する必要があり

ます。 

 

課題８ 食品ロスの削減 

多量の食品ロスの発生が、国内外で大きな課題となっています。令和元年（2019年）10月

に「食品ロスの削減の推進に関する法律」（以下、「食品ロス削減推進法」という。）が施行され

るなど、さらに食品ロス削減に取り組むことが求められています。 

今回のごみ組成調査では、家庭系一般ごみに占める食品ロスの割合は約12％であり、国が目

標としている2030年度半減目標（2000年度比）に向け、対応を強化する必要があります。 

 

課題９ プラスチックごみの削減 

本市ではこれまで、プラスチック製容器包装の回収やレジ袋削減などに積極的に取り組んで

きましたが、近年、マイクロプラスチックによる海洋汚染や生態系への影響が地球規模の問題

となってきています。本市では、この問題に取り組むため、令和元年（2019年）６月に「だい

とうプラスチックごみゼロ宣言」（図33）を行いました。これを受け、市民・事業者・行政が連

携してプラスチックごみゼロを実現するための取組を行うことが重要課題です。 

 

課題10 新型感染症の脅威 

2019年12月以降、世界各地で新型コロナウイルスによる感染症（COVID-19）が確認さ

れ、2020年3月には世界保健機関（WHO）がパンデミックを宣言するに至りました。 

日本では令和２年（2020年）１月に初めて感染者が確認された後、感染者数が増加し、令和

２年（2020年）4月から５月にかけて全国に緊急事態宣言が発せられる等、社会・経済に大き

な影響を及ぼしました。その後も感染者数が増えており、多大な影響が続いています。 

今後も、こうした感染症の流行等に備え、市の事業実施等においても、新たな生活様式の定

着や緊急事態に備えた対応が必要です。 
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第第４４章章 将将来来予予測測 

４４--１１ 人人口口のの将将来来推推計計 

本市の将来人口の推計値は表 11 のとおりです。本市の人口は、平成 10 年（1998 年）を

ピークに減少を続けています。

本計画では、国立社会保障・人口問題研究所（以下、「社人研」という。）の推計を将来予測と

して採用することとします。

表 11 人口の将来予測

項 目
令和２年
(2020年) 

令和７年
(2025年) 

令和12年
(2030年) 

令和17年
(2035年) 

令和22年
(2040年) 

令和27年
(2045年) 

社人研推計 118,351 112,261 105,528 98,657 91,992 85,693

４４--２２ ごごみみ排排出出量量のの将将来来予予測測 

ごみ排出量の将来予測（トレンド予測*3）を図28に示します。前項の人口推計値と、ごみ排

出量の原単位のトレンド予測から推計しています。

図 28 ごみ排出量の将来予測（トレンド予測）

*3 トレンド予測とは過去の実績系列から重回帰分析で将来を予測する統計的手法です。
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第第５５章章 基基本本理理念念とと基基本本方方針針 

５５--１１ 基基本本理理念念 

循環型社会を形成する「循環型都市」は、資源の使いすぎやごみ処理に伴う環境への負荷が抑

えられ、我々の生活を脅かすことなく、将来にわたって豊かな生活の質を保つ都市です。そのた

め、ごみの発生を可能な限り抑制し（リデュース）、再使用できるものは再使用し（リユース）、

再生利用できる資源は再生利用する（リサイクル）とともに、やむを得ずごみとして排出しなけ

ればならないものは適正な処理を行います。

本市はこれまで、分別収集の拡大など循環型都市の構築に向けた取組を進めてきており、その

結果、ごみ量は減少傾向にあります。しかし、循環型都市となるためには、これまで以上に、ごみ

の発生抑制や、再使用、再生利用を徹底することが必要です。

さらに、近年は食品ロスや海洋プラスチック（マイクロプラスチック）問題などの新たなごみ

に関する課題が出てきており、それらへの対応も急務です。さらに、全ての国を対象に2030年

までに持続可能でよりよい世界をめざす国際目標であるSDGsの達成など、より多様な課題の解

決や目標達成に向けた対応が求められています。

こうした課題の解決に向けて、これまでと同様に「もったいない」という言葉に含まれる「も

のや資源を大切に使う」意識を大切にしながら、市民・事業者・行政の連携をこれまで以上に充

実させることにより、循環型都市の構築と新たな課題の解決をめざします。

一人ひとりの行動と市民・事業者・行政の協働で築く
循環型都市だいとう

快適でうるおいのある豊かな環境を
創り、守り、育て、伝えていく まち だいとう

めざすべき環境像
（第２期大東市環境基本計画）

基本目標２
エコで未来につなぐ 『だいとうの環境』

持続可能な脱炭素社会・循環型社会への転換
のため、市、事業者、市民及び市民団体が一体と
なって、環境負荷の低減に取り組みます。

小学校、シニア環境大学等におけ
る世代に応じた環境学習活動が充
実している

ごみ減量や環境配慮型の事業活
動に積極的に取り組む企業が立地
している（企業の力を活用）

古くから資源化活動に取り組む市
民団体が継続して活動を実施して
いる

ごみ減量や環境を研究領域とする
大学が市内に立地している（大学
との連携）

本市の地域特性
大東市総合計画に示すまちづくりの理念
あふれる笑顔 幸せのまち大東づくり
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５５--２２  基基本本方方向向  

 

基基本本方方向向１１  三三者者協協働働でで循循環環型型都都市市にに向向けけたた基基盤盤づづくくりり 

循環型都市だいとうをめざして、市民・事業者・行政の各主体が環環境境にに配配慮慮ししたた

ラライイフフススタタイイルルややビビジジネネススススタタイイルルを実践することを進めます。また、各主体がそ

れぞれ連携・協力することで、取組をより効果的に実施できるようになることをめ

ざします。 

そのためにも、市民・事業者に対する情報発信の機会や手法の充実を図るととも

に、市民や事業者の行動変容を促す新たな取組の検討を進めます。 

 

基基本本方方向向２２  ごごみみをを発発生生ささせせなないい意意識識とと行行動動のの浸浸透透  
（（発発生生抑抑制制・・再再使使用用））  

循環型社会を形成するためには、まず、不要なものを生まない発生抑制を進める

ことが重要です。さらに、たとえ不要となった場合でも、再使用することが望まれ

ます。そのためには、一人ひとりがごみの発生抑制の方法や再使用の手段について

知識や情報を持ち、ごごみみをを捨捨ててなないい行行動動をを実実践践すするることが必要です。さらに、食食品品

ロロススや廃廃ププララススチチッッククなどの新たな課題解決に向けた取組を積極的に推進します。 

 

基基本本方方向向３３  循循環環をを実実現現すするるたためめのの仕仕組組みみづづくくりり  
（（再再生生利利用用））  

再使用できないごみは再生利用を行います。費用や環境負荷が過大にならない範

囲で「循循環環をを実実現現すするるたためめのの仕仕組組みみづづくくりり」を行い、再生利用を実施します。また、

分別排出への協力状況を向上させるための情報提供や啓発活動に取り組みます。 

 

基基本本方方向向４４  適適正正でで安安全全・・安安心心ななごごみみ処処理理シシスステテムムのの構構築築  

リデュース、リユース、リサイクルの３Ｒができずにごみとして排出されたもの

は、エエネネルルギギーー回回収収を行うとともに、環環境境へへのの負負荷荷をを最最小小限限ににすするるよう、適正に処

理・処分を行います。 

また、ごみ処理を適正で安全・安心なシステムとするため、東大阪市や東大阪都

市清掃施設組合と連携し、既存のごみ処理施設を適正に運転管理するとともに、計

画的な更新を進めます。さらに、地球温暖化防止の観点から温温室室効効果果ガガススのの削削減減に

配慮し、脱脱炭炭素素社社会会のの実実現現に寄与するごみ処理システムの構築を進めます。 

 

基基本本方方向向５５  環環境境にに配配慮慮ししたたままちちづづくくりり  

ごみ処理は、身近な生活環境の問題というだけではなく、プラスチックごみの焼

却により、自然環境や地球温暖化をはじめとする地球規模の環境問題にも大きな影

響を与えています。 

脱炭素社会の実現に貢献するとともに、あらゆる主体と連携したままちちのの美美化化やや不不

法法投投棄棄対対策策を推進していきます。さらに、近年多発する災害に備えた体制の強化を

図るとともに、感染症対策の整備にも取り組みます。 

一
人
ひ
と
り
の
行
動
と
市
民
・
事
業
者
・
行
政
の
協
働
で
築
く 
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環
型
都
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第第６６章章  基基本本施施策策  

６６--１１  基基本本施施策策のの体体系系  

 
［基本方向１］ 三者協働で循環型都市に向けた基盤づくり 

 （１）市民・事業者への情報提供・啓発の強化 

  基本施策１：意識啓発・情報提供の推進 

  基本施策２：ごみの減量・資源化等に関する環境教育・環境学習の推進 

 （２）循環型都市の構築に向けた連携体制の強化 

  基本施策３：三者協働による取組の基盤づくり 

［基本方向２］ ごみを発生させない意識と行動の浸透（発生抑制・再使用） 

  基本施策４：ごみの少ないライフスタイルの普及・浸透 

  基本施策５：ごみの少ないビジネススタイルの確立 

  基本施策６：家庭系ごみの有料化及びごみ処理手数料の適正化の推進 

  基本施策７：市内におけるリユースの促進 

［基本方向３］ 循環を実現するための仕組みづくり（再生利用） 

  基本施策８：家庭系ごみの再生利用の促進 

  基本施策９：事業系ごみの再生利用の促進 

［基本方向４］ 適正で安全・安心なごみ処理システムの構築 

 （１）ごみ排出の適正化の推進 

  基本施策10：ごみ分別ルールの周知と意識啓発の強化 

  基本施策11：事業所ごみの適正処理の推進 

 （２）収集・運搬体制の整備・充実 

  基本施策12：高齢者及び障害者向け収集体制の検討 

  基本施策13：多様な回収システムの拡充 

  基本施策14：収集に伴う環境負荷の削減 

 （３）適正な中間処理の推進 

  基本施策15：地球温暖化対策等を見据えた中間処理の推進 

  基本施策16：市で処理できない廃棄物等への対応 

  基本施策17：最終処分場の延命に向けた取組の推進 

［基本方向５］環境に配慮したまちづくり 

 （１）まち美化・不法投棄対策の推進 

  基本施策18：まち美化の推進 

  基本施策19：不法投棄対策の推進 

 （２）多発する災害への適応力の強化 

  基本施策20：災害廃棄物処理体制の充実 

  基本施策21：感染症対策の推進 
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６６--２２  基基本本施施策策のの内内容容  

 

［［基基本本方方向向 11］］  三三者者協協働働でで循循環環型型都都市市にに向向けけたた基基盤盤づづくくりり  

  

（１）市民・事業者への情報提供・啓発の強化 

基本施策１ 意識啓発・情報提供の推進 

・本市ホームページや広報「だいとう」などにより、市民及び事業者が日常的に実践できる

ごみの減量や再資源化のための取組について、積極的に紹介します。  

・事業者に対して、製品の製造・販売時のリデュース・リユース・リサイクルの取組や、店

頭回収の実施を働きかけます。 

・大東市のごみを処理している東大阪都市清掃施設組合の焼却施設や資源化施設を対象とし

た市民見学会などを開催し、現場での体験を通じて市民への啓発を進めます。 

・ごみ減量の方法やごみの適正処理についての技術動向、地球温暖化対策の動向などについ

て情報を収集・整理し、発信します。 

 

基本施策２ ごみの減量・資源化等に関する環境教育・環境学習の推進 

・子どもたちが廃棄物に関心を向け、ごみ減量や３Ｒに配慮した心や行動を身につけられる

よう、感性や価値観が育まれる学校と連携し、継続的に環境学習を推進します。  

・地域でごみ減量や資源化等の話をする出前講座や、地域による東大阪都市清掃施設組合へ

の見学等を積極的に呼びかけ、市民のごみ減量・資源化等への興味・関心の向上を図ります。  

・先進的な事業者のごみ減量の取組や、従業員への環境教育の取組等に関する情報など、事

業所のごみ減量の推進に役立つ情報を提供に努めます。 

 

 （２）循環型都市の構築に向けた連携体制の強化 

基本施策３ 三者協働による取組の基盤づくり 

・ごみ減量や資源化等に取り組む市民団体と連携し、三者協働による発生抑制・再使用・再

生利用等を推進します。 

・レジ袋有料化に伴うマイバッグ持参の啓発活動、市民や飲食店と連携した食べきり運動や

スーパーと連携した食品ロス削減の取組の展開、フードドライブの普及等、三者協働の取

組を積極的に推進します。 

 

［［基基本本方方向向２２］］  ごごみみをを発発生生ささせせなないい意意識識とと行行動動のの浸浸透透（（発発生生抑抑制制・・再再使使用用））  

  

基本施策４ ごみの少ないライフスタイルの普及・浸透 

・本市の食品ロスの実態や、家庭でできる食品ロス削減行動等に関する情報提供を進めると

ともに、市民団体や事業者等と連携し、食品ロス削減に向けた取組を推進します。  

・「生ごみの堆肥化」や、「生ごみの水切り運動」の推進等により、生ごみの減量化に取り組

みます。 

・プラスチックごみ等の散乱防止の徹底、レジ袋や使い捨てプラスチック等の散乱しやすい

プラスチックを使用しないライフスタイルの定着を図ります。 
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基本施策５ ごみの少ないビジネススタイルの確立 

・事業活動に伴い排出されるごみの減量及び資源化や適正処理を推進するため、事業者にと

ってコスト削減につながる情報を提供することにより、ごみ減量のメリットを広く周知します。  

・東大阪都市清掃施設組合における搬入物検査の機会を通じて、資源物や産業廃棄物を搬入

した排出事業者及び許可業者へ適正な排出の誘導を行います。 

・賞味期限切れで廃棄される食品の削減や有効利用等の取組の促進、飲食店の食品ロスを削

減するための大阪府と連携した取組などにより、店舗や飲食店から排出される食品ロスの

削減を促進します。 

・市内の事業者と連携し、事業所でのプラスチック類の使用削減や、小売店や飲食店・サー

ビス業等で消費者に提供される使い捨てプラスチックの削減、散乱防止の啓発活動等に取

り組みます。 

 

基本施策６ 家庭系ごみの有料化及びごみ処理手数料の適正化の推進 

・ごみの資源化や処理には多くの費用がかかっていることを市民にわかりやすく説明します。

焼却処理よりも、資源循環に費用を投じる方が望ましいことを啓発します。 

・ごみの資源化や処理費用をより身近に感じ、ごみを多く出す人と減量に努力する人の公平

性を保つために、まずは粗大ごみ、将来的に一般ごみの有料化を検討します。具体的に

は、まず有料化の導入のあり方を検討し、本市にふさわしい方法を採用します。 

・排出者責任及び適正な処理コスト負担の原則に基づき、事業系一般廃棄物処理につい

て、排出者に適正な負担を求めるための処理手数料について、周辺地域との均衡等も考慮

しつつ、随時見直します。 

 

基本施策７ 市内におけるリユースの促進 

・だれもが気軽に、必要とする人に不用品を譲ることができるように、フリーマーケットや

ガレージセールなどを推奨・支援します。また、市内のリユースショップの紹介やリユー

スを促進させるための事業の紹介なども行います。 

・「リユース食器を使ったエコイベント実践マニュアル」（平成 19 年（2007 年）、環境

省）等を参考に、イベント等におけるリユース食器の活用促進を検討します。 

 

［［基基本本方方向向３３］］  循循環環をを実実現現すするるたためめのの仕仕組組みみづづくくりり（（再再生生利利用用））  

 

基本施策８ 家庭系ごみの再生利用の促進 

・ごみ問題に対する市民の意識の向上と地域コミュニティの醸成を目的とする集団回収活動

の活性化を推進します。 

・集団回収を行っていない地域については、啓発を進め、新たな活動団体のサポートを行い

古紙・古布回収の仕組みを構築します。 

・一般ごみに混入する資源物を削減し、再生利用をさらに進めるため、排出方法の変更を含

め、分別排出の促進策を検討します。 

・民間の古紙回収業者と連携し、市内における古紙回収システムを検討します。 
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・店頭回収を実施している店舗についてはその継続を働きかけるとともに、実施していない

店舗については、店頭回収等の実施を促します。 

 

基本施策９ 事業系ごみの再生利用の促進 

・事業所から排出される古紙、古布等を、近隣の事業所が共同で回収する仕組みをつくるた

めに、事業所間のネットワーク化を図ります。 

・事業系ごみとして排出される木質系廃棄物（剪定枝、刈草、落ち葉、竹木、家具、廃材

等）の資源化について、関連する事業者と連携して、その適切な実施を進めます。 

 

［［基基本本方方向向４４］］  適適正正でで安安全全・・安安心心ななごごみみ処処理理シシスステテムムのの構構築築  

 

（1）ごみ排出の適正化の推進 

基本施策 10 ごみ分別ルールの周知と意識啓発の強化 

・自治会加入率が低下していることから、これまでの自治会経由の情報提供に加えて、スマ

ートフォン用の「大東市ごみ分別アプリ」（図 29）や本市のホームページ等を活用する

などの新たな情報提供についてさらに充実を図ります。 

・広報「だいとう」や本市ホームページ、出前講座等を活用した情報提供などにより、分別

排出ルールを守ることの重要性を啓発し、分別排出ルールの周知徹底を図ります。 

・プラスチック製容器包装について、分別排出の実践への呼びかけをごみ収集カレンダーに

記載するとともに、広報誌、本市ホームページ、イベント等を活用して市民に呼びかけます。  

・行政による全市域での再生資源回収体制を活用し、市民に対しごみ分別・排出ルールに関

する広報周知活動の充実を図るとともに、自治会やマンション管理組合等と連携し、市民

へのごみ排出ルールの浸透と地域のごみ減量の取組の活性化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：大東市ホームページ等 

図 29 大東市ごみ分別アプリ 
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基本施策 11 事業所ごみの適正処理の推進 

・事業者に対し、排出者責任に基づく適正排出について情報の提供と、大阪府の産業廃棄物

所管課や保健所と連携した排出指導を強化します。 

・東大阪都市清掃施設組合と連携し、事業者が直接搬入あるいは委託業者を通じて搬入され

るごみの展開検査（ダンパーチェック）を積極的に実施し、資源物が多量に含まれている

等、不適正な排出を行っている事業所については改善を指導し、搬入禁止物が発見された

場合には受入れ拒否を実施します。  

 

（2）収集・運搬体制の整備・充実 

基本施策 12 高齢者及び障害者向け収集体制の検討 

・高齢者及び障害のある方を対象に行う戸別収集（通称：ふれあい収集）について、近隣自

治体の実施状況を調査・研究するとともに、関係課とも連携し、実施に向けた検討を進め

ます。 

 

基本施策 13 多様な回収システムの拡充 

・本市では、大阪府のエコショップ制度に登録したスーパー等の小売店で店頭回収を実施し

ています。今後も登録店舗を増やすとともに、回収品目の拡大にも取り組みます。 

・蛍光管・乾電池等（水銀使用廃製品）の拠点回収、小型家電のボックス回収（図 30）に

ついて、市民への周知啓発を図るとともに、拠点場所の拡大にも取り組みます。 

・リチウムイオン電池が原因と考えられる火災がごみ収集車や東大阪都市清掃施設組合（ご

み焼却施設）において発生しており、回収ボックスへの分別を徹底するよう啓発します。 

・その他、事業所で発生する古紙等の新たな資源回収システムについて検討を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：大東市ホームページ 

図 30 拠点に設置した回収ボックス 

 

基本施策 14 収集に伴う環境負荷の削減 

・収集車両に起因する環境負荷を低減するため、委託先における天然ガス収集車の導入を要

請するとともに、ハイブリッド収集車をはじめとする次世代自動車の導入を推奨します。 
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・排出責任の明確化や不法投棄対策の一環として、現在採用している戸別収集方式に代わる

収集方式など、今後の本市に相応しい収集運搬システムのあり方について調査研究を進め

ます。  

 

（３）適正な中間処理の推進 

基本施策 15 地球温暖化対策等を見据えた中間処理の推進 

・東大阪都市清掃施設組合では新工場（仮称：第六工場）の建設計画を推進しており、東大

阪都市清掃施設組合及び東大阪市と連携し、環境にやさしいごみ処理施設の建設に取り組

みます。 

・地球温暖化対策は喫緊の課題であり、焼却熱の利用、太陽光や雨水等の自然エネルギー利

用、省エネルギー機器の導入等を検討し、地球温暖化の防止対策に取り組みます。 

 

基本施策 16 市で処理できない廃棄物等への対応 

・消火器、自動車バッテリー、塗料などの有害・危険な廃棄物については、国などの動きを

考慮しながら、関連事業者との協議を進め、適正なシステムの整備を進めます。 

・有害・危険な廃棄物の適正な排出先について、市民にわかりやすく周知を行います。 

・在宅医療廃棄物などの新たな廃棄物問題について、医師会等と協議して適切な対応方法を

検討します。 

 

基本施策 17 最終処分場の延命に向けた取組の推進 

・今後とも最終処分は広域処理に依存するため、ごみ発生抑制や資源化の推進などによって

焼却灰及び不燃物の減量を進め、最終処分場の延命化を図ります。 

・本市のごみの最終処分を行っている大阪湾フェニックスセンター（図31）について、当

初受け入れ期間は令和３年（2021年）度まででしたが、現在は令和14年（2032年）

度まで延長されています。しかし、以降の計画が未定であることから、関係市町村と連携

して、次期フェニックス処分場の継続的、安定的な確保を国及び大阪府等へ要望します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「大阪湾広域臨海環境整備センター環境報告書 2019」を編集 

図 31 大阪湾フェニックスセンター処分場の配置 

 



 

43 

 

［［基基本本方方向向５５］］環環境境にに配配慮慮ししたたままちちづづくくりり  

 

（1）まち美化・不法投棄対策の推進 

基本施策 18 まち美化の推進 

・まちの美化活動等に取り組む市民団体等と連携し、駅前での啓発活動、道路・公園の美化

清掃活動等を実施し、美しいまちの実現に向けた美化活動を推進します。 

・環境美化推進期間における各自治区等による自主的な地域美化清掃を支援し、美しいまち

づくりを推進します。 

 

基本施策 19 不法投棄対策の推進 

・ごみ不法投棄防止キャンペーン等を実施し、市民意識の高揚を図るとともに、市職員によ

るパトロールや、看板・バリケードの設置、チラシの配付等の不法投棄の未然防止対策を

実施します。  

・不法投棄が特に著しいごみ集積所においては、委託業者による警備員の不法投棄の監視

や、定められた曜日以外における特別収集の実施などを検討します。 

 

（２）多発する災害への適応力の強化 

基本施策 20 災害廃棄物処理体制の充実 

・災害廃棄物処理計画（令和３年（2021 年）３月策定）の庁内での周知を図ります。 

・大東市地域防災計画の改定時等、必要に応じて災害廃棄物処理計画の見直しを行います。 

・災害ごみについては、職員への啓発や教育等を適宜実施するほか、国や県の実施する教育

訓練等に参加し、災害時における対応能力の強化を図ります。 

 

基本施策 21 感染症対策の推進 

・廃棄物処理は国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務とされ、緊急事態宣言時にお

いても、事業を継続することが求められています。 

・廃棄物処理事業の継続のため、新型コロナウイルス感染症対策に必要な、手袋・マスク・

化学防護服等の個人防護具並びに消毒液の確保に努めます。 

・「廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」（令和２年（2020 年）

９月、環境省）を参考に、感染症を対象とした廃棄物処理事業継続計画の作成を検討しま

す。 

 

  



 

44 

 

第第７７章章  ごごみみ処処理理のの数数値値目目標標  

環境負荷の少ない持続可能な循環型社会をめざし、以下（表12）を数値目標とします。 

 

（１）ごみ排出量 

まずは中間目標年度に、国の第４次循環型社会形成推進計画の2025年度目標値である

850g/人・日前後をめざします。最終目標年度には、大阪府域のベスト５をめざします。 

 

（２）資源化率*4 

集団回収が大幅に減少していることから、原点に立ち返り着実な改善を進めます。基準値か

ら中間目標値へ約4.3ポイント増、中間目標から最終目標値へ約4.8ポイント増をめざします。 

 

（３）最終処分量 

１人１日あたりごみ排出量と資源化率の目標達成を前提とし、基準値に対して中間目標で約

17％減、最終目標で約31％減をめざします。なお、現状の処理方式で試算しています。 

 

（４）食品ロス量 

本市で実施した食品ロス排出実態調査によると、令和元年（2019年）度の家庭系の１人１

日あたりの食品ロス量は約62ｇと推計されます（表18）。これは、全国平均（61g）とほぼ同

等の水準であり、国の目標に準拠し、中間目標で約1.6％削減、最終目標で約4.8％の削減をめ

ざします。 

 

表 12 本計画の数値目標 

項 目 

基準値 

令和元年度 

（2019年度） 

中間目標値 

令和７年度 

(2025年度) 

最終目標値 

令和12年度 

（2030年度) 

１人１日あたり 

ごみ排出量*5 
912g/人・日 

849g/人・日 

（基準値より63g/人・

日、年約10.5ｇの削減） 

798g/人・日 

（基準値より114g/人・

日、年約10.4ｇの削減） 

資源化率 15.8％ 

20.1％ 

（基準値より約4.3 

ポイント増加） 

24.9％ 

（基準値より約9.1 

ポイント増加） 

最終処分量 5,485t/年 

4,558t/年 

（基準値より927ｔ、 

約16.9％の削減） 

3,782t/年 

（基準値より1,703ｔ、 

約31.0％の削減） 

家庭から排出され

る食品ロス量 

62ｇ/人・日 

（推計値） 

61ｇ/人・日 

（基準値より1g/人・

日、約1.6％の削減） 

59ｇ/人・日 

（基準値より3g/人・

日、約4.8％の削減） 

 

 
*4資源化率＝(直接資源化量＋中間処理後再生利用量＋集団回収量)÷(ごみ処理量+集団回収量)×100 
*5１人１日あたりごみ排出量＝(ごみ総排出量)×1,000,000÷総人口÷年間日数 
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（５）ごみ処理計画フレーム

目標設定のベースとしたごみ処理計画フレームの概要は表 13 のとおりです。詳細は資料３

に示します。

表 13 ごみ処理計画フレームの概要
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（６）地域循環型社会形成推進地域計画との対比

ア 地域循環型社会形成推進地域計画の概要

東大阪市・大東市地域循環型社会形成推進地域計画（第3期、平成28年（2016年）12月）

の概要は表14のとおりです。

表 14 東大阪市・大東市地域循環型社会形成推進地域計画（第 3 期）の概要

イ 本計画の中間目標値と循環型社会形成推進計画の目標値との整合性

上記の循環型社会形成推進計画と本計画の整合性を検証した結果は以下の通りです。

本計画の排出量、集団回収量、最終処分量は循環型社会形成推進計画をクリアしています

が、総資源化量と資源化率は循環型社会形成推進計画の目標値に達していません。その要因は

資源ごみの回収目標が控えめなためですが、資源化率の向上はどの自治体も苦労しているこ

と、総資源化量が平成27年（2015年）度から平成30年（2018年）度に約1,400t減少し

ていることから、中間目標で循環型社会形成推進計画の目標値を設定するのは現実的ではあり

ません。本計画の最終目標では循環型社会形成推進計画の目標をクリアする設定であり、実現

可能な目標としています。

表 15 循環型社会形成推進計画の目標値と本計画との対比

指標
地域循環型社会形成推進地域計画 本計画 整合性

評価H27 年度実績 R4 年度目標 R7 年度推計 R7 年度目標

ごみ排出量 40,082t 37,192t 35,953t 34,799t ○

集団回収量 2,960t 3,719t 4,044t 4,337t ○

総資源化量 7,944t 9,196t 9,372t 6,993t ×

資源化率 18.5% 22.5% 23.4% 20.1% ×

最終処分量 6,524t 5,891t 5,620t 4,558t ○

※循環型計画の R7 推計は H27 から R4 への増分を比例的に算定した値です。
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第第８８章章  重重点点ププロロジジェェククトト  

８８--１１  重重点点ププロロジジェェククトトのの位位置置付付けけ  

重点プロジェクトとは、本計画に位置づける基本理念の実現に向けた基本方針を達成するた

めに、施策体系の中から、早急に実行すべき緊急性と重要性を持ち、本計画全体を牽引する役

割を果たす取組について、市民や事業者の意見を反映し、具体的な内容や進め方を考えるとい

う仕組みで実施するプロジェクトです。 

本計画における重点プロジェクトは、以下の7プロジェクトを設定していますが、各プロジェ

クトがめざす範囲や内容は、以下に記載する内容に限られるものではなく、本計画を推進して

いく中で、社会や環境に関する外的要因の変化などを適切に反映し、変化していくことを想定

しています。 

 

８８--２２  重重点点ププロロジジェェククトトのの推推進進  

 

１ 家庭や事業所から排出される資源物の 
分別排出・再生利用の徹底 

基本施策１、2、8、9、10、11 

＜背景と方向性＞ 

組成調査の結果によると、表16に示すとおり、一般ごみの中の資源化可能物は、家庭系で

約35％、事業系で約39％含まれており、まだ多くの資源化可能物が含まれています。 

一方、本市の資源化率は平成30年（2018年）度の実績で約12.2％であり、府の平均約

13.4％より低い状況にあります（表9）。これは、組成調査からも明らかなように、本来資源

化できる資源物が適正に分別されていないことが要因として考えられます。 

＜施策の展開＞ 

本計画に基づき、びんや缶をはじめ、ペットボトル、プラスチック製容器、トレイなどの

再生資源（資源ごみ）の分別処理を徹底するなど、資源化と適正処理の拡大に対応した収集・

処理を実施します。 

表 16 一般ごみに含まれる資源物等の割合（令和２（2020 年）年９月調査） 

 

出典：本計画の図18、図20を加工 

  

資源化可能物 紙類 20.6% 資源化可能物 紙類 29.2%
プラスチック類 12.3% プラスチック類 4.4%
その他 1.9% その他 5.8%

堆肥化可能物 厨芥類 33.2% 堆肥化可能物 厨芥類・調理くず 11.6%
剪定枝 3.7% 売れ残り食品 2.4%

資源化できないもの 28.6% － － 資源化できないもの 46.6% － －

家庭系一般ごみ 事業系一般ごみ

36.9%

34.8%

14.0%

39.4%
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２ 食品ロス削減の推進 基本施策１、2、4、5、13 

＜背景と方向性＞ 

今回のごみ組成調査の結果、ごみ排出量に占める食品ロスの割合は、家庭系が約12％、事

業系が約18％、全体で約11％と推計されました。これを令和元年（2019年）度の排出量に

当てはめると、家庭系の１人１日あたりの食ロス量は62gであり（表18）、平成29年（2017

年）度の全国平均61gとほぼ同等の水準です。 

環境省の最新のデータ（平成29年（2018年）度）によると、日本の食品ロス量は年間612

万トンと推計され、国民１人当たりに換算すると、お茶碗１杯分（約132ｇ）の食べ物が毎

日捨てられていることになります。また、これは世界の食糧援助量（2015年で年間約320

万トン）の約２倍に相当します。 

＜施策の展開＞ 

 これらのことを踏まえ、本市のごみの減量に最も効果的な生ごみの削減に向け、その中で

も食品ロスの削減に重点的に取組むこととします。 

 なお、食品ロスには、家庭から出る食べ残しや可食部分の過剰除去等だけでなく、食品メ

ーカーの製造過程で発生する規格外品、小売店の期限切れの食糧品、飲食店の食べ残しなど

食品関連事業者から排出される食品ロスも多くあります。 

 よって、効果的な施策の推進に向けては、市民の意識啓発を図るだけではなく、食品関連

事業者との連携・協働による取組が必要になります。 

 

 

出典；大東市「ごみ収集カレンダー」 

図 32 食品ロス削減の啓発事例 
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３ 大東から始める「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」 基本施策3、8、９、10、11

＜背景と方向性＞

大阪府と大阪市では、2025年大阪・関西万博をインパクトとした「SDGs先進都市」の実

現に向けて、「大阪発『大阪ブルー・オーシャン・ビジョン』」推進プロジェクト」を立ち上

げ、プラスチックごみの削減に向け戦略的に取り組んでいます。

＜施策の展開＞

本市は令和元年（2019年）６月に「だいとうプラスチックごみゼロ宣言」（図33）を表明

しており、大阪府や大阪市と連携を深めつつ、プラスチックの使用の抑制を進めます。また、

他に代替できないプラスチックについては、適正処理を徹底し、環境中への排出を削減します。

出典：大東市ホームページ

図 33 大東市プラスチックごみゼロ宣言
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４ ごみ有料化の検討 基本施策6 

＜背景と方向性＞ 

本市の１人１日あたりのごみ排出量は、府域43市町村のうち少ない方から数えて22番目

であり（表8）、減量化の余地は少なくありません。したがって、今後のごみ減量施策を考え

る上で、家庭系ごみの有料化についても検討する必要があります。 

全国の家庭系可燃ごみの有料化実施率は約59％となっています（図34）。また、府域43

市町村中、粗大ごみは31市町村、一般ごみは20市町村で有料化を導入しており（平成31

（2019年）年３月現在、臨時ごみの有料化は除く。）、府域他市町村の動向も注視する必要

があります。 

家庭系ごみの有料化は、ごみの排出抑制、排出量に応じた費用負担の公平化及びごみ処理

に係る税負担の軽減に有効な施策として考えられ、環境省では「一般廃棄物処理有料化の手

引き」を策定し、ごみ処理の有料化を推奨しています。 

＜施策の展開＞ 

よって、今後は、他の施策によるごみ減量効果、現施設の老朽化や新施設建設に伴い今後

増大が予想されるごみ処理経費と市の財政状況とのバランス、さらには他市町村の有料化の

状況等を総合的に勘案する中で、まずは粗大ごみの有料化を優先して検討し、引き続いて一

般ごみの有料化についても幅広い意見と議論を求めていくこととします。 

 

 

出典：全国市区町村の有料化実施状況（山谷修作ホームページ） 

※調査対象のごみ：家庭系可燃ごみ 

※調査対象自治体：全国市区815、有料化実施市区477（58.5％） 

 

図 34 全国市区町村の有料化実施状況（2020 年 9 月現在） 
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５ 事業系ごみの減量・再生利用の推進 基本施策5、９、11

＜背景と方向性＞

家庭系ごみについては、集団回収の実施や分別収集の拡充等により、徐々に資源化が進ん

でいます。一方、事業系ごみについては、大規模事業所では自主的な資源化等が進められて

いますが、市内の事業所の多くを占める中小零細の事業所では、ごみ減量手段が乏しいこと

や資源化可能物の発生量が少ないこともあり、ごみ減量が十分に行われていません。

＜施策の展開＞

そこで、事業所向けに、ごみ減量に関する情報提供や啓発活動、事業所間の共同回収事業

等の減量手段の提供を進め、事業所のごみ減量・資源化を促進します。さらに、事業系ごみ

の収集費用及び処理費用については、すでに有料化されていますが、ごみ減量が進むように

収集手数料等の徴収方法、費用負担のあり方を検討することとします。

出典：大東市環境課資料

図 35 事業系・公共系ごみ排出量の推移

６ 三者協働によるごみ減量・再生利用の推進 基本施策3 

＜背景と方向性＞

計画の推進にあたっては、市民・地域（コミュニティ）、事業者そして市が、ごみの減量化

と資源化をめざす本計画のビジョンや目標を共有することが必要であり、それぞれの立場で

役割を担っていることを理解しなければなりません。ごみを排出するのは、一人ひとりの市

民や事業者であり、減量化や資源化に取り組むのもまた市民や事業者の役割です。

＜施策の展開＞

市は、多くの市民、事業者にごみの減量に対する理解と協力が得られるよう説明や広報に

努めるとともに、ごみの減量やリサイクルに関する活動に取り組む市民活動グループの育成

を図るなど、地域の特性に応じた適切なごみ減量化・資源化の施策を推進していきます。
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具体的には、、電動式生ごみ処理機などの購入助成やダンボールコンポストの普及・啓発、

市民主体のリサイクル活動の奨励・ＰＲ、再生資源（資源ごみ）の店頭回収や拠点回収（リサ

イクルステーション）などの取組を推進します。

７ 地域循環共生圏構築の取組推進 基本施策4、5、８、９、15

＜背景と方向性＞

平成30年（2018年）4月に閣議決定した第五次環境基本計画では、国連「持続可能な開

発目標」（SDGs）や「パリ協定」といった世界を巻き込む国際的な潮流や複雑化する環境・

経済・社会の課題を踏まえ、複数の課題の統合的な解決というＳＤＧｓの考え方も活用した

「地域循環共生圏」が提唱されました（図36）。

本市は、市域の三分の一を山間部が占め、また、市街地には寝屋川などの河川や水路など、

貴重な自然環境が残されています。山林の美しさへの市民の満足度は高く、市民の誇りとな

っています。

＜施策の展開＞

こうした本市の地域資源を最大限に活用しながら自立・分散型の社会を形成しつつ、地域

の特性に応じて資源を補完し支え合うことで、環境・経済・社会が統合的に循環し、地域の

活力が最大限に発揮されることをめざす地域循環共生圏の取組について、ＳＤＧｓの考え方

を参考にしつつ、取組を推進します。

出典：環境省ホームページ

図 36 地域循環共生圏のイメージ図
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第第９９章章 計計画画のの進進行行管管理理 

（１）基本的考え方

計画を円滑・着実に推進するとともに、より充実した取組をめざすため、Plan（計画の策定）、

Do（実行）、Check（評価）、Act（見直し）のいわゆるＰＤＣＡサイクルに基づく計画の適切

な進行管理を行います（図37）。

また、計画推進のために、関係部門との連携強化による計画推進体制を構築します。

（２）ＰＤＣＡサイクルに基づく計画の進行管理

本計画に基づき、一般廃棄物処理実施計画（毎年度作成）、分別収集計画などを策定し、具体

的な施策を実施します。進捗状況に関する点検・評価の結果は、適切な時期に広報「だいとう」

や本市ホームページなどを活用し、広く市民に公表するとともに、市民の意識改革・行動変容

を促します。

（３）東大阪市及び東大阪都市清掃施設組合との連携

東大阪市、東大阪都市清掃施設組合及び本市は、次期焼却施設の整備のため、平成28年

（2016年）12月に「東大阪市・大東市地域循環型社会形成推進地域計画（第3期）」を策定し

ました。今後とも連携を強化し、ごみの発生抑制や再生利用、資源化率の向上等を図る、効率

の良いごみ処理システムを構築します。

（４）ごみの発生抑制やごみ処理に関する広域的連携

国の方針でもごみ処理の広域化が示されており、今後、ごみの発生抑制や再生利用の取組、

ごみの不適正排出や不法投棄の防止などを近隣市と共同で実施することが想定されます。

大東市が含まれる東大阪ブロックでは、平成20年（2008年）３月に災害時やごみ処理施設

の事故、収集時の相互支援に関する協定を締結しており、今後も災害発生時等の適切・迅速な

対応を図り、ごみ減量対策の推進や新たな処理技術、制度の研究等のため、近隣市との情報交

換を進め、広域的連携を強化します。

図 37 ＰＤＣＡサイクルに基づく進行管理

 

 


